
新発田市景観条例、景観計画 

 

エリア名 主な各エリアの区域(範囲) 

歴
史
景
観
エ
リ
ア 

新発田城周辺区域 

寺町・清水谷周辺区域 

○新発田城周辺区域 

＝新発田城を中心として、それに接する街区 

○寺町・清水谷周辺区域 

  ＝清水園から法華寺の間の街区とそれに隣接する街区 

公共施設区域 ○新発田城周辺区域と寺町・清水谷周辺区域に挟まれた街区 

歴史周辺区域 

 

 

五十公野地区 

米倉地区 

山内地区 

上赤谷地区 

菅谷地区 

○歴史周辺区域＝旧町割りの区域 

（上記２つの区域及び「駅前大通り景観エリア」を除く） 

 

○五十公野地区・米倉地区・山内地区・上赤谷地区 

＝会津街道沿いの集落の区域 

(米倉地区・山内地区・上赤谷地区は、道路中心線から 20ｍ) 

 

○菅谷地区＝菅谷寺を中心とした集落の区域 

市街地景観エリア 
○市街地（｢歴史景観エリア｣及び｢駅前大通り景観エリア｣を除く）及び

月岡温泉街 

駅前大通り景観エリア ○新発田駅舎を含めた駅前通りに接する区域 

沿道景観エリア 
○国道７号及び国道４６０号＊新栄町～荒町の国道 290 号との交差

点までの区間の道路中心線から両側80ｍの区域 

自然景観エリア ○他のエリアを除いた区域 

 

新発田市景観計画では、全市民が一緒になってまちづくりを進めるという観点から、新発田市

全域を景観計画区域としています。「歴史景観エリア」、「市街地景観エリア」、「駅前大通り景

観エリア」、「沿道景観エリア」、「自然景観エリア」の５つのエリアに大別し、エリアごとに良好な

景観を形成するための基本方針と行為の制限を設定しています。 

今回は、「市街地景観エリア」、「駅前大通り景観エリア」、「沿道景観エリア」、「自然景観エ

リア」について、ご案内いたします。 

 

発行：新発田市建築課景観行政係 

＜市街地景観エリア＞ 地図：青 
中心市街地及び月岡温泉街 

 

〇歴史景観エリアを取り囲む形の中心市街

地は、歴史的街なみを際立たせ、かつ、

人々の暮らしの場として、落ち着きと統一感

ある街なみの保全・創出を目指しています。 

〇月岡温泉街は、観光客のくつろぎの場とし

て、温かみと落ち着きがあり、周辺の自然

景観とも調和した街なみの保全・創出を目

指しています。 

 

＜駅前大通り景観エリア＞ 地図：黄 
主に新発田駅周辺及び駅前大通り沿い 

 

〇新発田市の顔として、また、新発田市の中

心商業地として、城下町の歴史を感じさせ

るとともに賑わいのある街なみの創出を目

指しています。 

 

＜沿道景観エリア＞ 地図：灰色 
国道 7 号沿い及び国道 460号沿いの一部 

 

〇沿道立地型の商業施設が建ち並び、大き

な看板等も設置されているエリアであり、賑

わいの中にも遠景の自然景観と調和した

街なみが創出されることを目指しています。 

 

＜自然景観エリア＞ 地図：緑 
上記以外のエリア 

 

〇新発田市の原風景である田園景観、二王

子岳等の山岳景観、加治川等の河川景

観、そして、藤塚浜の海岸景観に代表され

る自然景観と調和した家なみの保全を目

指しています。 

 

※ 各エリアに「建築物の屋根及び外壁」「屋外広告物の表示内容」の

〘色彩制限〙を設けることにより、歴史的な街なみ、市街地として街な

み及び田園を中心とした自然景観を守り、新発田らしい個性ある景観

形成を推進することとしています。 

〘色彩制限〙 
  

 

 

景観エリア名 禁止色 禁止色の基準の経緯  

・市街地景観エリア 

・自然景観エリア 
彩度 8以上 

建築物や屋外広告物の色が、主張しす

ぎて周囲の環境から浮き上がってしまうこ

とを避けるため。 

  

    

・駅前大通り景観エリア 

・沿道景観エリア 
彩度 12以上 

賑わいの中にも、城下町の風情や、遠

景の自然景観と調和することに配慮し、

協調性が感じられる色彩とするため。 

 

色彩制限では、色を数値の体系により表現する「マンセル値」を用いて、マンセル値にお

ける［色相（いろあい）］、［明度（明るさ）］、［彩度（あざやかさ）］の３つの属性で表現する

中の、［彩度（あざやかさ）］が一定以内に抑えられた計画となるよう、条例で制限しており

ます。 

 

 

 

 

（加治川地区） 

菅谷地区 

上赤谷地区 

山内地区 

米倉地区 

五十公野地区 

● 市街地 

（月岡温泉街） 

市街地  ● 

（中心市街地） 

 

   

（紫雲寺地区） 

マンセル表色系の色立体（参考） 

（豊浦地区） 

 

景観エリア 

・市街地 

・自然 

景観エリア 

・駅前大通り 

・沿道 

彩度８

以上が

禁止色 

彩度 12

以上が

禁止色 



 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                  

                

 

 

 

 

 

             

                              

 

 

 

   

 

 

 

 

白壁兵舎 

三階櫓 
辰巳櫓 

（新発田城） 

安兵衛茶屋 

清水園 足軽長屋 蔵春閣 東公園 JR新発田駅 

新発田市歴史的景観形成建造物指定事業 

市の良好な景観形成に重要な役割を果たしていると認められる建造物の保存、維持を図るため、新

発田市歴史的景観形成建造物として指定し、地域の財産として良好な状態で後世に継承することを目

的として、平成 29 年から実施している事業です。歴史景観エリア内に有し、一定の要件に該当する

建造物を対象としています。いくつかの要件があり、それらの要件を満たした建造物について、所有

者の方から同意をいただき、景観審議会の意見を聴いたうえで指定をする制度です。現在、8件の建

造物が指定を受けており、その一部（マップ①～⑤の建造物）についても掲載しております。 

※ 個人住宅については、敷地内に入ることができません。 

「まちあるき」で城下町新発田の歴史を感じてみませんか 

新発田の歴史ある街なみを、自動車ではなくて、歩いてみることで、景色がいつもと違って感じら

れたり、新しい発見もあったりします。運動を兼ねて、ぜひ、まち歩きをしてみませんか。 

ここでは『重要文化財』などや、新発田市で指定しております『歴史的景観形成建造物（右記参照）』

の一部についてご紹介いたします。 

＜新発田城周辺＞ 
 

＜寺町・清水谷周辺＞ 
 

表門 
隅櫓 

新発田 

① 吉原寫眞館 

神明神社 

① 『吉原寫眞館』 大手町 2丁目   

昭和 11年頃建築 木造 3階建て 登録有形文化財 

当時では珍しい木造 3階建てで、外壁をモルタル仕上げ

とし、1階正面の腰壁
こしかべ

の

スクラッチタイル貼り

（多数の細い溝の模様

があるタイル）や水平性

を強調した庇
ひさし

・丸窓など

の幾何学的
き か が く て き

な意匠が当

時のまま残っています。  

 

③ 

 

※ 水のみち 

（新発田川沿い） 
双子蔵 

④ 

④『平久呉服店』 御幸町 1丁目 

昭和 12年頃建築 木造 2階建て 登録有形文化財 

入母屋
い り も や

の屋根を有し、歴

史を感じる下
した

見
み

板
いた

の外壁

や各階の木製ガラス戸が

通りから映え、堂々たる

雰囲気を醸し出している

呉服店です。 

 

③『すき焼八木』 中央町 3丁目 

昭和 10年頃建築 木造 2階建て 登録有形文化財 

正面の漆喰
しっくい

と下見板
したみいた

の外

壁、2階の木製ガラス戸な

どが特徴的で、2階の戸袋
とぶくろ

の店名看板にも趣を感じ

ます。 

現在もすき焼店として親

しまれています。 

 

すき焼八木 

⑤ 

 

⑤『双子蔵』 大栄町 7丁目 

明治 21年頃建築 木造 2階建て 登録有形文化財 

2つの土蔵
ど ぞ う

を 1つの大屋根

で覆い、1 つの建築物とな

っている珍しい形態の蔵

で、白の漆喰
しっくい

と黒の下見
し た み

板
いた

の美しいコントラストが

見所です。現在はピアノ教

室となっております。 
 

平久呉服店 

清水園 
足軽長屋 蔵春閣 東公園 

新発田駅 

たまり駅 

市役所本庁舎 

諏訪神社 

『新発田城』 大手町 6丁目 
 

〔三階櫓
やぐら

〕一般公開なし  〔辰巳
た つ み

櫓
やぐら

〕 

2004年に復元。最上階の  2004年に復元。層塔型
そうとうがた

 

屋根の三つの
しゃ

鯱
ちほこ

が特徴で  二重二階の櫓で、三階 

実質的な天守
てんしゅ

でした。   櫓と共に木造復元。 

   
 

〔旧二の丸隅
すみ

櫓
やぐら

〕   〔本丸表門〕 

1830年に再建、その後  1685年に再建し、同じ位 

本丸
ほんまる

鉄砲
てっぽう

櫓
やぐら

の跡に移築。 置に現存する櫓門
やぐらもん

です。 

国指定重要文化財。   国指定重要文化財。 

   

『足軽長屋』 1842年建築 国指定重要文化財 

寄棟
よせむね

の茅葺き
か や ぶ き

屋根を持つ 8

戸の棟割
むねわり

長屋で、幕末まで

4 棟あった清水谷長屋のう

ちの 1棟。当時住んでいた

下級武士の暮らしぶりを

伝える貴重な遺構
い こ う

です。 
 

『清水園』 大栄町 7丁目 国指定名勝 

1666 年新発田藩溝口家
みぞぐちけ

下屋敷
しもやしき

（清水
し み ず

谷
だに

御殿
ご て ん

と呼ばれる

数寄屋
す き や

造りの書院）完成後、近江八景を取り入れた池
ち

泉
せん

回遊
かいゆう

式
しき

庭園
ていえん

が造られ、庭園には草書体の「水」の字を描

く大池
だ い ち

泉
せん

があり、その周囲に 5棟の茶室を配しています。 

水のみち（寺町・清水谷周辺、新発田川沿い） 

まちなかを流れる新発田川は、かつては水上交通の水路としての役割をはじめ、住民

の生活用水に利用されたり、憩いの場として日常生活に深い関わりを持ち、人々に恩恵

を与えてきました。 

また、新発田川は、新発田城の築城の際、防御の役割を担うなど、新発田のまちの形

成に深く関わりのある川でもあります。まちの骨格の形成や生活に密着した川である新

発田川を「水のみち」として位置付け、この新発田川を再生、整備し、人々が集い、交

流が生まれる場とすることで、まちなかの再生を図ることとしています。  

 『蔵春閣
ぞうしゅんかく

』 諏訪町 1丁目 

明治 45年建築、令和 5年移築 

木造 2階建て 

 

 

 

 

 

 

東京都の向島、隅田川沿いに建て

られた大倉
おおくら

喜八郎
きはちろう

の別邸で、当時

は政財界の大物や、海外からの賓

客をもてなすための迎賓館とし

て使用されていました。令和 4年、

（公財）大倉文化財団から新発田

市に寄贈を受け、その後移築。 

 

陸上自衛隊 

西公園 

アイネスしばた 
 

 
市民文化会館 

健康長寿アクティブ 

 凡例  

 ―― まち歩きルート 

―― 公園内の歩道 

―― 水のみち 

三光寺 

寺町 

宝光寺 

交流センター 

（水のみち親水
しんすい

広場
ひ ろ ば

） 

水のみち 
親水広場 

②『髙森家住宅』 大手町 2丁目 

昭和 12年頃建築 木造平屋建て 

入母屋
い り も や

と寄棟
よせむね

の屋根を有し、外壁の下見板
したみいた

と漆喰
しっくい

によ

る造形が道路に面して

映えています。 

木造の蔵も住宅に隣接

して現存し、敷地東側の

川戸
か わ ど

からは、当時の生活

の名残が感じられます。 

 
 

内部は公開していません 

内部は公開していません 

髙森家住宅 ② 

新発田駐屯地 

城址公園 

広報史料館 


